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学校経営研究における実践的研究の開発

一経営実践記録の科学化の試み一

中　留　武　昭
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はじめに
　学校経営研究が戦前からこの方，法規解釈や

経験と勘ないしは規範論にかなり依拠してきた

ことに対する批判的指摘は1970年代以降，これ

までにもたびたびなされてきたことである。た

とえば日本教育経営学会では，学会設立以来，

経営研究の学術的性格性をめぐって課題研究

（1980年代以降の教育経営学の学問性をめぐっ

ては1988年「教育経営における研究方法一そ

の到達点と課題」，1991年「教育経営研究の学

術性と実践性に関する検討」がある）をはじめ

として，個人研究の型でもその点検，吟味を重

ねてきているし，その成果は紀要や学会講座

（「日本の教育経営」講座特に第9巻）等を中心

に発表されてもきている。

　最近も同学会では「教育経営研究の学術的性

格と固有性」という継続研究の主題のもとに焦

点を実践的なサブテーマ（「子どもの問題行動」

や「進路担当」）にしぼり込んだ課題研究を展

開してきており，筆者も問題提起者の一人とし

てこれに参加し見解を述べてきたところであ

る（D。このように，教育経営研究，及びその中

心的領域である学校経営研究が，学問発展のた

めの必然性とはいえ，研究の根拠，性格，対象，

方法において引き続き吟味が行われてきており，

それでいてなお，研究者間に容易に研究パラダ

イムの合意が得られていない状況下において，

本論ではあえて，学校経営研究の性格を「実践

的研究」に求めて，そのための研究方法（論）

解明のためのモデルとその検証を提示すること

にしたい。

　学校経営研究の性格とその方法が研究者や実

践者（以下，実践者とは校長，教頭等の学校管

理者を意味する）間でかくも合意に至りにくい

理由には（1）経営研究は授業研究のようにたと

えば「授業」という目に見える現象（むろん非

言語の現象もあるが）を主として対象にしてい

るのとは異なり，極めて目に見えにくく，従っ

てつかみにくい学校文化を対象としているため

に分析が容易でない，（2）目に見える部分は何

らかの法制をともない，加えてそれらは学校外

からの行政“基準”として学校に要請されて

くることもあって，学校経営はそれとの整合性

を明らかにすることをもって第一義とする静態

的な考え方が一方では強い，従って，多様な研

究方法や戦略が生み出されても，それを学校で
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適用する必要性が希薄となる。（3）経営の理論

研究には外国の理論紹介が多くみられるが，こ

れらの紹介が日本の学校経営実践のノウ・ハウ

の説明理論としてどう結びつくかといった関心

が研究者と実践者間の組織的な共通の課題

（agenda）になりにくいような研究，実践のそ

れぞれの閉鎖的風土がある。（4），（3）の点と関

わって，日本の学校経営研究は，アメリカと異

なり，管理者を養成する制度を欠いていること

もあって，研究者の日常の研究と実践者の実践

とが日常レベルでの協働による研究を進める機

会や場で行われることが極めて少ない。つまり

研究と実践とを統一した協働の文化が双方にお

いて共有化されるシステム自体が組織（大学と

学校双方）としても欠いているために，共通の

研究視座や方法を成立させにくい。

　このような学校経営の研究と実践との分離は，

むろん今日はじまったわけではないが，ここに

は一般に教育の理論と実践との分離という教育

研究のあり方に対する古くて新しい課題と，経

営研究と経営実践の分離といういわば二重の吟

味すべき課題があるようにみえる。この課題に

対して本論は，双方を結ぶための研究方法を学

校経営研究の固有の方法としてどのような意味

づけのもとに，これをモデル化し，しかもそれ

を検証していったらよいかを「経営の実践記録」

を科学化（同一の分析視点を用いて記録を解釈

し，新たに記録化）することにおいて，生み出

すことを目的にしている。

　ここで，研究対象とする「経営の実践記録」

は，そもそも「経営」という用語を抜いた場合

には（すなわち，教育の実践記録），戦前の北

方性教育や戦後の綴り方教育など，日本では教

育方法上の遺産としてその数も多い。しかし，

「経営の実践記録」となると，これを研究の分

析対象としたケースは極めて少ない。筆者は19

85年に日本の学校経営史研究の一端として大正

期以降に見えてきた経営実践を分析し紹介した

ことがある㈲。これを契機として後述のように

1987年には一定の経営の分析視角から経営実践

の記録の解釈を試みた。本論はこうした数少な

い先行研究を土台にして一定の分析フレームか

ら実際に経営者の指導助言行為に焦点をあてて，

これを実践記録化してもらう（再生）ことによっ

て（本論（三）），経営の実践記録の科学化を志

向し生み出た成果を総括することにある。

　実践記録はもとよりこれまでに学校教育実践

の理解を構築する上で重要な手がかりともされ

ながら，その主観性，文芸性，潜在的英雄主義

をもつゆえに，そこにある種の「呪術的性格」

性までもが窮えると批判されてきたいわば科学

以前の資料でもあった（3＞。以来，実践記録はま

ともに研究の対象とはされてこなかった。経営

の実践記録もまたその例外ではない。本論は，

このように，ともすれば研究の枠外に据えられ

かねなかった経営の実践記録に科学化の光をあ

てて経営の実践的研究の性格のひとつを解明し

ようとするものである。

（一）経営研究における実践的研究の

　　性格

　経営研究における「実践的研究」といった場

合，別に「理論的研究」があることが想定され

る。筆者は経営研究の理論的研究という時，一

般的には学説としてのたとえば社会学的，法社

会学的，比較的，歴史的，経営学的な研究方法

（アプローチ）体系を示すことにしている㈲。

しかし，本論で言う実践的研究はこうした学説

的方法論を対立概念として位置づけるのではな

い。重要なことは実践的研究方法とは問題解決

のトータルな過程の実証科学的研究方法にあっ

て，この過程を客観的に明らかにすることなの

である。この場合，上記の学説的方法もまた，

この過程を実証していく道具として機能するこ

とになる。

　（1）問題解決過程をベースにした実践的

　　　　研究

　端的に言って，実践的研究と理論との関係は，

はじめからある特定の理論（規範）によって実

践を動かすことでも，逆にまた実践上の体験や

現象から単純に何らかの結論を引き出すことで

もなく，科学化した問題解決の過程を通しての

理論化をはかるということに他ならない。では，
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実践的研究が問題解決の様式をとるということ

はどういうことか。この点を考察するには，学

校における問題解決のプロセス吟味することか

らはじめる。

　一般的に教育実践の場で起こる問題には，①

「起きてしまった」問題と，②現状よりも「もっ

とよくしたい」という問題とがある6もっとも

学校は「これからどうすべきか」という問題を

もった規範意識の強い組織ではあるが（教育目

標に典型），それとて結局は上の②を前提とし

た上でのことである。重要なことは上の①②の

問題に対する処し方（戦略）である。

　まず，上の①の問題は誰の目にも見える問題

で問題発生後の速やかな対応が要請されてくる

が，そのためには問題発生の根本原因を発見し

て“打つ手”としての“戦略”をつくる必要

がある。②の「もっとよくしたい」という問題

は実際には問題の所在に気づかなかったり，わ

からなかったすることが多い。それは学校内外

での情報不足や教師が問題意識に欠けていたり，

特に学校風土が平なかれ主義やヌルマ湯体質の

組織の場合には事を荒らだてる必要はないと思っ

て，「問題がない」とされやすい。

　しかし，より問題なのは，むしろ問題の所在

に気がつかないということにある。実際のとこ

ろ，学校はよく見れば教科指導や生徒指導，さ

らには学校運営上で問題がぎっしりとつまって

いる組織体であることがわかる。したがって問

題をよく見えるようにするためには，目標を現

在のレベルから引き上げて事態は「もっとよく

なるはずだ」という意識をもって，「現状がな

ぜこれ以上の効果を生まないか」の原因をここ

で探索する必要がある。大方の学校にとって，

“学校改善（5）”が重要な課題となるのは，それ

によってまさに，一見問題がないと見える現状

を見直すことによって，改善可能な戦略を創る

機会となるからである。すなわち学校をさらに

よりょくしていくことが，実はあるべく教育目

標の具体化に至るもっとも確実な道だからなの

である。

　さて，以上のような問題に対する認識の視角

は結局，問題の性格が①②のように異なってい

ても，問題の解決には，いずれも，（ア）現状

（事実）の正確な把握と，（イ）その原因を探求

する説明的研究（interpretive　inquiry）が必

要である。なお，（イ）については問題によっ

ては，実態が望ましい方向（目標）に至らぬ阻

害要因（及び促進要因）を解明することであっ

てもよい。いずれにせよ，問題解決過程（広義）

は右の問題形成過程に引きつづいて，いよいよ

具体的な（ウ）解決策（戦略）の提示とそれを

（エ）実践し，（オ）評価する過程（局面）へっ

ながる（この（ウ）～（オ）が狭義の問題解決過

程でもある）。まず右の（ウ）の解決策の提示

はいわば“仮説”を戦略として提示する局面

であり，（エ）（オ）はその検証過程といえる。

研究様式で見ればこの（エ）と（オ）の研究は開

発的研究（Prescriptive　inquiry）（どうずれば

よいか）である。すなわち，実践的研究とは，

実態把握としての記述的研究，原因，本質把握

としての説明的研究，解決策（具体的）提示と

しての開発的研究という三つの問題解決のステッ

プを手続き上トータルにふまえた実証的研究

（positivist　inquiry）をベースにした知的体系

ということができる。この点での試行を1986～

88年にかけて筆者は，専門職団体である全国公

立学校教頭会（昭和34年設立の義務制学校の教

頭の研究団体）での共同研究の枠組みとして提

示し実践してみたことがある（6）。本論では後に

この実践とは別に，同会で指導した経営実践を

あらためてとり上げることにするが，その場合

も実践的研究方法のベースはこの問題解決過程

にある。この過程はまた，経営のP－D－Sの

サイクルでいえば，（ア）～（ウ）がP（計画），

（エ）がD（実施），（オ）がS（評価）にあた

るわけである。

　従来ともすると，管理職や教師の実践的研究

は，（ア）（イ）を自明のこととしてこれを捨象し

て，いきなり，（ウ）（エ）の開発的研究を志向す

る傾向が極めて強かった。それも実際には仮説

の設定抜きでの，経験主義や他の実践方法の引

き写し（転写）による方法が多かった。一方，

大学の研究者は，（ウ）（エ）にまで至らぬ，（ア）

（イ）の過程で終始していた。こうした点で実践

一3一



中　留　武　昭

を離れては研究も研修も存在しない実践的研究

の今後の方向としては，（ア）～（オ）をトータ

ルなものとして研究者や同僚教師との協働によっ

て行う必要がある。

　さて，このような問題解決過程は学校という

組織体としての協働の実践的研究のケースのみ

ならず，経営活動の専門職者としての管理者も

とることのできる研究方法である。ただ，この

場合，研究者・＝実践者としての自らの主客の立

場を明らかにすることである。即ち端的に言え

ば，この過程は，問題を自らが主体的に形成

（発見）し，客観的にその実態を明らかにし，

それが生じてきた原因と結果との関係をこれま

た客観的に対象化してとらえ，そこから，では，

どうしたらよいかを実践者の選択や決定の方向

づけ（解決策）を明らかににすることでもある。

結局，実践的研究とは，このようなトータルな

問題解決過程をベースにおいた実証科学として

の考察過程に他ならない。

　そして，このトータルな問題解決過程の現象

を経営実践の分析視角において解釈し（読みと

り），かつ“再生”（記録化）した記録が本論

で科学化の対象とする経営の実践記録である。

これについては次節（二）以下でその解釈と再

生をめぐって考察していくことにする。それに

先立ち，本節では，実はアメリカの教育管理職

養成の方法のなかにも最近この種の経営の「実

践的研究方法」に焦点をあてて，経営の実践記

録にあらたな意義を見い出そうとする試みがあ

らわれ，注目されはじめてきたことを以下に事

例として紹介しておく。

　（2）アメリカにおける実践的研究方法とし

　　　ての反省的研究（Reflective　inquiry）

　アメリカの教育管理者養成（資格，免許制度）

は，伝統的に大学院での養成をone－best－

modelとして発展してきた歴史があるが，1980

年代の教育改革の波の中で，その養成が大学主

導の実践を等閉諒した行動理論の一方的伝授だ

という批判（7＞に対して，その改：革の戦略となっ

た研究方法が反省的研究（探究）方法という名

の実践的研究である。

　この実践的研究方法の特色は，大学院での

学習者（管理職志願の現職教員が，アメリカ

では多い）の実習体験をベースにした問題発

見的，問題解決による方法（problem－based

approach　to　reflective　inquiry）にある。すな

わち，この研究方法は，モデルとなる理論知を

背景にした技術を実践に適用させるのではなく，

むしろ，学習者自身のインターンとしての実践

的な「経験の反省」一すなわち活動過程での

内省（reflection　in　action）から経営の専門的

な識見と認識を形成することに大きな特色があ

る。

　従って，この研究方法は，大学研究者は理論

（研究）知の提供者，学校教師は実践（技術）

知を専有するといった二分化を克服していくこ

とにも連なるが，管理者養成の場合には，そう

したプログラムや機会（場）を大学と学校との

協働（corabollation）において創り出す必要

がある。その典型例がワシントン大学（大学院）

の管理職養成のインターン制度である。その詳

細は別にゆずる（8＞が，ここで以下に指摘し吟味

しておきたい点は，管理職養成の研究プログラ

ムとして活用されてきたこの方法は同時にまた

教育経営研究の実践的研究方法としても適用可

能であるという点である。

　それというのも，この方法は経験：と勘の伝授

や伝統的な行動科学の管理知識を伝授するだけ

ではすぐれた学校指導者は育たないという前提

に立っており，あくまでも経営実践の中から問

題解決のありか（態様）をつかみ，それを法則

化していくことを重視しているからである。反

省的研究法を経営実践の研究に活用するべく提

唱している専門職団体としてホームズ・グルー

プ（Holmes　Group）の“Tomorrows　Schools

Principles　for　the　Design　of　Professional　De－

velopment　Schods”（1990年）や，ワシント

ン大学はじめ今日，21の大学への寄付財団とも

なっているダンフォース財団（Danforth）が

それである。いずれも管理職のインターン制度

をともなった専門職学校（Professional　Deve1－

opment　Schools）での実習において，この方

法を適用することを勧めている。
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　いずれにせよ，ワシントン大学では管理職志

願者のインターンシップ（管理の学校現場での

臨床体験）と，通常の講義（理論）とを結ぶ第

三の重要な“かけ橋”として“反省セミナー”

（Reflective　Seminar）のプログラムが時間割

りに設けられている。これは経営の実習体験

（三種別の学校での実習）と講義での理論提示

から，各自が設定した経営上の問題解決をはか

り，そのための「行動計画」（Action　Plan）

を策定することを目的にした方法である（この

点で管理志願者一般の学校経営研究の実践的研

究としても適用可能である）。具体例で示すと，

ワシントン大学ではインターン生による反省セ

ミナー（毎週一定曜日）の時間において同じイ

ンターンとしての同僚（コーホート）が，これ

を運営している。ここでは各自の課題解決のた

めに協働で決定したテーマを講師を招いて聞い

たり，同じコーホートのメンバーが勤めている

実習校（ワシントン大学では，Professional

Schoolsと命名）で，同校の経営上の問題プロ

フィール（実際には莫大なデーターが準備され

その解釈も共通の研究協議事項）を出し合い協

議したり，あるいはインターン生がもちまわり

で実習校での体験を記録する「反省記録」（re－

flective　jouna1）の内容を活用したりしながら，

このセミナーでは個々の体験を出し合い専門的

な知識の共通認識をはかることになっている。

　ここで，重要な資料が，反省記録である。こ

れはインターン生間でもち回り用の，上掲のい

わゆる実習日誌タイプのものと，今一つは各自

が自らの課題解決のために反省的記録（reflec－

tive　essay）をとるタイプのものがあるが，い

ずれの場合も“記録をとる”（writing）とい

うことが，この反省的研究の技術上のコアになっ

ている。“記録をとる”ことを反省的研究の戦

略にしていること自体，実はこの研究方法がご

く最近のものであり，いまだ現象を説明するだ

けの体系化したプログラムがないということを

示唆しているともいえる（10）。

　ただ，そうしたなかで同種の研究でHart．A．

W．らによる二つの大学での研究では，学習者

（大学院での管理職志願の教員）が経営実践の

実習を通して自らが設定した問題の意義とその

解決策を行動計画にまで“書きあげる”まで

の大学研究者と実際の学校管理者との協働によ

る指導過程を学習者による克明な臨床メモを分

析しながら，解説している事例もあるω。ワシ

ントン大学の反省セミナーにおいても，あらか

じめ学習者には実習体験を記録化する記録用紙

（logO）が渡されており，そこに学校内部での

問題解決や意思決定そして意見対立の葛藤と調

整の技術など，実際のインターン実習で得た体

験を記録化するフレームが設けられている。特

に問題解決のフレームには遭遇した問題の事実

（fact）と解釈（Interpret），生じた背景と原因

（background＆account），打った手段（means），

解決策（approach）などの枠がみえる。これ

らの記録は実習先の指導校長及び反省セミナー

担当の学校現場出身のリーダー（Chair），そ

して関連の教授と当該学習者との協働の検討資

料となり，学習者の問題解決のための行動計画

の作成に役立つこととなる。

　こうした，経営の実践記録を媒介にした問題

解決をベースにした実践的研究における知識は

結局のところ，研究者がもっている体系化した

経営理論とは異なる。むしろ，この場合の認知

は特定の文脈（現実）に即して，形成された生

きた事例知識であり，また，研究者からの伝授

された知識にしても，それを体験に即して学生

（実習生）が主体的に解釈し直したり，深めた

りしたところの理論的にはいまだ不確かな知識

ではあるが，反省セミナー等の機会によって，

やがて，統合され，体系化されていくところの

実践知といえる。そして，このような実践知は

ワシントン大学のケースでも明らかなように経

営の実践記録の事例の共有化が明らかに一つの

布石となっている。

　アメリカ学校経営は，その伝統として応用科

学としての理論的研究をこれまで重視し，その

伝授をもって管理者養成の中心機能としてきた

わけであるが，1980年代後半頃からそのプログ

ラムのなかに，いくつかの大学では上述したよ

うな関係者による実践的研究の協働化をいれた

こと自体，アメリカにおける経営研究の新しい
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方向性が今後に期待されるものといえる（12）。こ

の点での追跡研究は今後の日本の学校経営研究

にとっても大きな課題である。

（二）実践的研究対象としての経営の

　　実践記録分析と方法

　ところで，アメリカの反省的研究におけるひ

とつの方法としての実践の記録化は，日本では

実は戦前，戦後を通して，学校の教師や校長の

手になるものが数多く生み出されてきてはいる。

しかし，それらの実践記録は，冒頭で若干指摘

したように，これまで科学の対象とは，なかな

かなりえてこなかった。そのもっとも大きな原

因は，既述のように実践記録の書：き手や，従っ

て書かれた記録のもつ主観性や恣意性にも問題

があるが，それ以上に技術的にはむしろ，読み

手を含め，研究者自身が明確な分析視点をもっ

て実践記録を分析の対象としてこなかったこと

の方にあるものと考えられる。それは，特に経

営の実践記録に関してみると，分析に先立ち，

まずは経営概念に対する永い間における研究者

や実践者のコンセンサスの不明確性，よりミク

ロな“教育経営”の実践（たとえば授業経営）

になってくるにつれて教育（方法）と経営（条

件整備）とを識別することのあいまいな点があ

ることなどが自覚化され，そもそも「経営の実

践記録とは何か」を明らかにして，それに該当

した記録に遭遇する可能性もまた不確実である

といったような手続き上の複雑性もあって，こ

れまでにほとんど実証研究らしきものが進めら

れてこなかったものといえる。

　そこで，以下においては，上述のような長い

間，その分析が等閉視されてきた経営実践の記

録を分析するための視点を仮説的に示し，若干

の記録事例を活用しての分析を試みる。

　（1）すぐれた経営実践の記録化の視点

　“すぐれた経営の実践の記録”（以下経営実

践の記録と同義）とは，本論（…）で述べた経

営の実践的研究がもっている性格を満たしてい

るものであることが必須である。この点を明ら

かにするに先立ち，まず，経営実践の記録とは

学校経営に関わる当事者（校長，教頭，など）

が「教育的意思（思い）を達成するために，自

らの（または共同の）実践で経営の視角におい

て書きとどめ，その成果を吟味，自己評価した

作品」とする。

　ここで重要な点は，こうした作品はまず，教

育的意思（思い）の達成」にあることから，経

営実践の記録はいえ，一般のいわゆるすぐれた

教育実践の記録（授業や生徒指導等など含んだ

日本伝統の広義の実践記録）がもっている条件

をも満たしていることが必要である。筆者はかっ

て，その条件を考察するにあたって，若干の実

践記録を分析し，記録のもつ効用を①目に見え

にくい教育（経営）事象を可視性のあるものと

して読み手に伝えてくれる，②特に人間関係行

動（教師と子ども，教師集団などの）の深層を

リアルに伝えてくれることを通して，事例研究

の中でも特に“質”的な分析を試みるうえで

効用のあることを実証的に指摘してきた姻。実

践をいかに“読み取り”“つづるか”という実

践記録の体系化は，観察や面接法など，　“見

る”ことによっては物理的にもなし得ない歴

史研究にも，資料として一定の役割を果たすこ

とになる側，，

　いずれにしても，経営実践の記録は，一般の

すぐれた教育実践のもつ，すぐれた記録と基本

的には抵触していることが必要で，そのために

は次のような条件が必要なものと仮説される。

すなわち，それは①明確な教育的思いが記録さ

れている。②対立・葛藤のドラマが記録化され

ている。③“思い”を達成するための手だて

（仮説）とそれを取る理由が明確に記録されて

いる。④自己の実践の相手の目を通して対象化

しようとする工夫がある。⑤当該問題事例の解

決の予測性が記録されている。⑥成功事例のみ

でなく失敗事例もある。⑦問題の形成及び解決

過程が明らかにされている。⑧実践の“事実”

とその解釈（意見）とが識別されている，に集

約されよう。

　上の条件のいずれを満たすか，またそれをい

かに満たすかは，厳密には，実践記録が個々の

一6一



学校経営研究における実践的研究の開発

教師の授業記録か経営記録かによって，共同執

筆による校内研修の記録化など記録の種類によっ

て，若干異なってくる。例えば個々の教師の授

業記録があれば，①の教育的思いはその時間の

授業目標として翻案されるであろうし，②の対

立・葛藤のドラマはおそらく教師の働きかけに

対する子どもの反応として記録化されることに

なろう。③の手だては①を受けての授業仮説と

した指導案が考えられるし，⑥は授業における

“つまずき”の記録として顕在化してこよう。

また経営の記録や校内研修の記録であれば，①

は教育目標のレベルでとらえられるし，②は経

営方針や重点目標，もしくは校内の共同研修で

あれば研究仮説や研究計画のレベルでとらえら

れよう。また，④子どもや親から見た教育効果

としてもとらえることもできる。⑤と②とかか

わって経営評価や研究成果の次元でその予測性

をとらえることもできる。

　いずれにしても，上記の“すぐれた”実践

記録の各条件は，基本的にはすべての記録に共

通する性質をもつものであるが，記録の種類や

場合によっては記録を読み手を特定化したよう

な際にも形相を変えて表れるということになる。

すでに筆者は上記の条件から授業の実践記録を

つくる教師の力量の分析を試みたことがある（15）。

　さて，経営実践の記録は以上の①～⑧のよう

な一般のすぐれた教育実践記録のもつ条件をみ

たしているだけでは不十分である。それは実践

的研究方法のもつ特色のひとつとして実践の記

録化をはかるという点では，上の条件は必要条

件ではあっても十分条件とはいえない。「経営」

の実践記録としては，やはりすぐれた実践記録

としての条件の一般性（共通性）とともに，経

営の視角（経営の認識枠ぐみ）においてこれら

の条件をおさえることが必要である。

　経営の視角といっても，多様であるが，実践

記録は人，物，財，運営の経営要因のうち，主

として，人と運営に関わった特に生きた人間関

図（1）経営の実践記録の分析フレーム（中留　1986，9月）（16）

　　　　　　　人間関係行動の分析視角

ｷぐれた記録としての条件

行り

@1
@ダ
ｮi

モラール
意思決定 参加 シヨ　ミ

E量

東ﾟ

ケルイ
Pコン

Vミ写ヨユiンニマ

　明確な教育的“思い（構想）”が記述さ①　れている。

②対立・葛藤のドラマが記述されている。

　“思い”を達成するための手だてとそれ③　を採る理由づけが明確に記録されている。

　自己（集団）の実践を相手の目を通して④　客観的に対象化しようとする工夫がある。

　当該問題事例の解決の予測性（可視性）⑤　が記録されている。

⑥成功事例のみでなく失敗事例もある。

　問題の形成及び解決過程が記録されてい⑦　る。

　実践の“事実”とその事実の意味づけ⑧　（解釈）とが識別されている。
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係が主たる記述の対象となっている。この点か

らは，運営要因としてある人間関係行動の分析

視角を先のすぐれた記録としての条件とかかわ

らせたマトリックスのフレームの型において提

示することができる（図（1））。ここで，人間関

係行動の分析視角とはリーダー行動，モラール

（意識），意思決定，参加，コミュニケーション

とインフォーマルコミュニケーションという6

つの経営現象（機能）の要因である。

　（2）人間関係行動の記録の解釈

　では，上の人間関係行動を経営の実践記録に

おいて，どうとらえてこれを解釈したらよいの

かを校長の手になる記録を事例対象にとりあげ

る。森山清『学校を変える』と松井堅『校舎に

光が戻った日』がその記録であるが，これらの

二著をとりあげたのは，双方が同じ荒れた中学

校を再建に向けて挑んだ経営実践として比較の

ための共通項が得られるものと判断したからに

他ならない鱒。

　二著ともに入試の重圧や過程の教育機能の低

実践記録『学校を変える』　『校舎に光が戻った日』の構成

森山清『学校を変える』 松井堅『校舎に光が戻った日』

第1部　荒れた学校に赴任して

@荒れた学校へ途中赴任

@まず挨拶の励行をめざす

第1章　新米校長の事件簿

@「オレをシカトしゃがって」・昭和50年

@横浜“下町”の中学校

　始業と終業時刻にけじめ

　解るように教えてほしい

　突っ張りの本音を聞く

　答案の0点公表で一騒動

　水島署行き

　生徒指導記録に…工夫

　体罰の絶対禁止

　教師たちの苦しみ

　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）

第2部　個人差に応じた授業の創造

　授業改革に消極的な教師たち

　新しい授業法の開発へ

　発想転換の壁

　小瀬川小学校を参観

　小瀬川小教頭先生の講話

　新学習法で校内初公開授業

　職員の離反

　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）

第3部　学校が変わった

　教科外活動の重視

　突っ張りも受賞

　個性主義教育への賛歌

　学校がよみがえった

足ケリ事件

　これが学校か！

　臨時職員会議

　乱闘

「テメエら，わかったか」・昭和48－50年

　（以下小節略）

「テメエ，ふざけるな」・再び昭和51年

第2章　ッッパリが消えた

　ッッパリの底に甘えあり

　楽しくなければ学校じゃない！

第3章　その後の市場中

　自信を取り戻す教師たち

　先生お別れだね。かなしいヨ

第4章　ツッパリだけが悪いんじゃない

　心のスキをつく成人社会

　子育てに迷う山

田5章　イキイキした学校をつくる

　受験体制のひずみとは

　学校に活力を
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下などを背景に，“落ちこぼれ”や“突っ張り”

などで荒れた中学校における記録であることが

（構成上も）共通点の一つである。前著『学校

を変える』の森山校長は退職前の山口県岩国中

学校での実践を，そして後著『校舎に光が戻っ

た日』の松井校長は昭和51年度からの新任校長

として，横浜市の市場中学校（ここが記録の中

心校で5年半），56年2学級からの富士見中学，

59年度からの都田中学校（現職）での実践をい

ずれも記録化することとにおいて成功している。

これらの二つの記録がどのような経営事象とし

ての視角において人間関係を記録化しようとし

ているかの解明は，後述することにして，まず

記録の形態上・内容上において共通の特色が見

られる。

　まず，二著には以下のような人間関係行動の

記述が特色として見られる。記録に表れている

限りでの人間関係を抽出すると，およそ10の関

係があげられる。

　①校長と教師集団（学校・教科含め）②校長

と個々の教師③校長と生徒集団④校長と個々の

生徒⑤教師集団相互⑥個々の教師と教師集団⑦

校長と行政⑧校長と父兄（地域の人々）⑨教師

集団と父兄（地域の人々）⑩個々の教師と父兄

の関係がそれである。

　ただ，人間関係行動を取り上げるといっても，

実際にそれを記録から抽出するとなると複雑で

むずかしい。ある意味で，一般的に経営に実践

記録のすべては上の人間関係を幾重にも含んで

いるために，その分析は単に文脈上だけでは，

その多少は判明するが（この点では二著はほぼ

上の①③⑤②の順序での全著における占有率を

もっている），その場合の人間関係が当校の教

師や生徒にとっていかなる意味をもつのか，ま

た，経営事象としていかなる意味をもつのかは，

単純な分類統計からだけでは明らかにされてこ

ない。

　そこで一概に人間関係といっても，上の10の

関係の分析する経営視角において，重点的にこ

れを整理する必要が出てくる。この場合の分析

視角が先の五つの要因（インフォーマルコンミュ

ニケーションを除く）である。五つの視角は相

互に関連をもってはいるが，実際の記録の分析

にあたっては，各項目（節や文節単位の）ごと

にいずれかの分析視角に重点がおかれているわ

けで，それをいかに読み取るかは読み手に任さ

れているような点が多分にある（この点で，書

き手においては，記録を普遍性のあるものにす

るためにはできるだけ前記の各視角の識別に立っ

た記録化が課題となろう）。

　いずれにせよ，この五つの分析視角に基づい

て二著の人間関係の記述部分を単純に整理する

と，森山・松井の両記録ともにコミュニケーショ

ン（対教師集団，生徒集団との意思疎通）をい

かに図るかにもっとも多くのページ（それぞれ

全体の42％，38％）が割かれていることがわか

る。次いで，森山校長の場合は，校長自身のリー

ダー行動（22％），決定過程（18％），参加

（12％）と続き，一方の松井校長の記録は，

参加（24％），リーダー行動（18％），モラール

（12％），決定過程（8％）の順になっている。

これらの配分比は分析視角がもともと相対的な

ものであるために相補的であるが，双方の記録

においてコミュニケーションが最：多となってい

るのは，生徒（特に不適応生徒ら）とのコミュ

ニケーションがここに含まれているからである。

また，森山校長にリーダー行動と決定過程の記

録が多く見られるのは，新しい授業法を教科担

任制の中学校に校長が推進者となって（チェン

ジ・エイジェント）一斉に下すに際して生じた

記録の部分に，より多くのページが割かれてい

ることによる。一方，松井校長に参加が多いの

は，同氏の三度の校長時代を通して，突っ張り

や不適応生徒の克服のために教職員の経営参加

による意思統一の場面や機会の記録が多いこと

による。

　以下，5つの要因が二者の実践記録にどうえ

がかれているか，典型例にのみしぼって解釈を

試みる。

　①校長のリーダー行動の分析

　書き手としての校長は，新しい試みを行う場

合に「なぜ，この実践を行わなければならない

か」，その理由を校長自身の問題把握をふまえ

て明確にフォロアーに伝え，実施においてそれ
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を確実にフォローしていく力量が見える。そし

て記録において，そうした新しい試みと見える

ものは何にせよ，なかなかフォロアーに理解さ

れない過程を「対話の形式」で記録したり，織

り成す人間関係をダイナミックに生き生きと

描くなど，書くうえでの技術的力量も見える。

ここに実践記録の特色がある。例えば，森山

校長に見る「始業と終業時刻のけじめをつける」

提案（p．25～31）がそれであり，新しい授業

方法として応能による協同体験学習の導入

（pユ09～117）がそれであった（各教科の学級

単位ごとに生徒の能力を3層（下位・中位・上

位）に分け，各層に適応する研究課題を設けて

まず自習，その成果の発表，教師による深化拡

充，最後に練習を経て定着させるという四ステッ

プを取る方法）。特に後者は，授業改革に消極

的な教師集団（p．104～108）や，入試の成績に

敏感な父兄を説得する過程（p．159～165）にお

いて多様な難問を生み出したが，それらを解決

する原動力になったのは，教室からの逃避を試

みた二人の生徒の「僕らにも分るように教えて」

（p。32～33，109）の叫びであったという。

　この叫びがもつ普遍性を，新しい授業方法の

開発として生み出す行為として意味づけてくれ

たのが森山校長であった。それだけに，方法の

採用は校長にとって不退転の決意であり，その

理由を克明に父兄会に説明することによって，

まずそこからの賛同を取ったのである。教師の

ほうでもそれを契機にして，しだいにこの方法

に対する取り組みも活発になり（p．172～174），

一方，校長も全指導案の吟味，教室の巡回指導

によって（p．166～171）この方法をフォローし

ていった。こうした授業レベルでの改善を媒介

として，子どもの変容（現に記録では，逃避の

2生徒や突っ張り生徒の学習行動の変容）が，

教師とのインタビュー記録や校長の観察によっ

て実証された。p．172～177）までに直接迫る契

機をつくった（方法論的にはなお吟味の余地が

あるが，この記録はそれが目的ではないので深

入りは避ける）。

　②意思決定の過程に見られる行動分析

　校長の意思決定過程には，その科学化を志向

する力量が記録上に散見される。その一は若干

は既述したが，当該校で起こっている問題の本

質を分析しようとする行為で，そのために生徒

との直接的コミュニケーションをいずれの校長

も重視している点である（突っ張りや授業逃避

の生徒から，わからない授業の問題性を見抜い

た森山校長（p．34～42），同じ突っ張りやいじ

めから「あまえ」や「わがままと自己主張」の

あることを見抜いた松井校長の記録（p．175～

206）がそれである。）

　その二は，新しい試みを提示する場合に判断

の基準を統一し，共有化しようとする戦略的行

為が記録に見られることである。例えば，松井

校長はその基準を全教職員による生徒理解の統

一に求めようとした。その際に活用したのが客

観的検：査の結果や，小学校時代の指導の問題，

家庭環境調査などで，それらを事例に即して吟

味することによって新しい試みを行う際の客観

的な判断基準を得ようとした。いずれにせよ生

徒理解の共通性が深まるにつれて教師のバラバ

ラの指導に統一性が見えてきたとされる。

　その三は，問題解決のために複数の方法代案

（努力目標）を明示しつつ，学校のおかれた条

件対応とのかかわり合いから実現可能な実践課

題を策定しようとする行為が見られることであ

る。例えば松井校長は59年度に四つの努力目標

を設定し，それぞれに対応した実践課題をつくっ

て実践している。こうした試みは校長と教職員

集団とで創造する意思決定の過程を恣意的にお

いてではなく，これを予測化して見る行為にほ

かならない。

　③参加を活性化させた行動の分析

　二つの記録に見られる人間関係の中で，校長・

教職員集団と生徒との関係がよく出てくるのは，

この「参加」と次の「コミュニケーション」に

おいてである。参加は具体的にはまず，教職員

の学校経営における参加に見られる。特に松井

校長の場合（市場中，都田中），教育目標，指

導組織，校務分掌にかかわる計画段階からの教

職員の参加を意図した特別委員会の設置に典型

的に見られる。特別委員会の構成は，年代別・

性別の互選に校長・副校長，事務職員を加えた
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もので，この委員会と職員会議を核にして運営

が行われている。こうした教師の経営参加は学

年セクトを排するだけではなく，全教職員が一

致して不適応生徒の指導にあたる活性源ともなっ

ている。

　参加はまた，生徒の直接的教育活動において

もこの二著には多様に見られる。そのうち特に

生徒，一なかでも突っ張り生徒や暴力生徒と，

他生徒との人間関係を回復するのに役立ったの

は，全教職員の意思の統一を前提にした多様な

学校行事の設定と，それに対する生徒の参加を

活性化したことにある。特に，多様な学校行事

への不適応生徒の参加と，そこにおける一定の

役割負担（そうした生徒による運営や生徒会役

員としての，また文化祭等での役割付与など）

をはじめ，また，教科外活動でのそうした生徒

の活躍の成果に対する価値的評価（受賞など）

を行ったことなどは，確実にそうした生徒のモ

ラールと責任の向上とともに，一般の生徒との

連帯感を深め，結果的に人間関係の回復に効を

奏してきている（例えば，森山p．84～90，180

～199，松井81～92，97～129）。要するに生徒

一人ひとりが成績や体力だけでなく，自分の持

ち味を生かす機会を学校生活の中にいかに豊か

に保障し，前向きの評価をするかといった力量

が生徒の参加の活性化にとっては重要なのであ

る。

　④コミュニケーションを図る力量

　二つの実践記録において最多を占めた人間関

係が，校長と教師集団，校長と生徒（集団）間

の垂直方向での頻繁なコミュニケーションであっ

た。端的にいって記録に表れたコミュニケーショ

ンは，既述のように対話形式で記録されている

ケースが多く，その場合，カウンセリング・マ

インドによる技術が大半を占めている。特に，

相手の自尊心と立場を大切にし，追い立てない

姿勢で相手の言い分をねばり強く“聞く”力

量であるとか（例えば松井記録に見る番長グルー

プによる校長室乱入や，生徒総会での生徒役員

への暴力の場合に見る校長発言），相手の成長

の可能性を信じた生徒指導の記録部分などは，

いずれも共感的理解と訓育的指導とを総合して

生徒とふれ合っていく際の重要な技術的行為で

もある。

　またコミュニケーションは，予定調和的な共

通理解にいつも終わるわけではない。むしろ，

対立や葛藤，あるいは悪宣伝や煽動，誤解（例

えば森山記録に見る新授業法に対する教師や父

兄の当初の見解などp．118～122，147～158）

が，付帯して起こるもので，この点もまたこれ

らの実践記録においては対話形式によって表現

されていて有効である。

　以上のように，現職校長の執筆になる今日の

経営の実践記録の中には，そこに想像以上に生々

しいリアルな人間関係をできるかぎり客観的に

描いていこうとする努力の形跡が見えるわけで，

今後の経営研究の重要な資料の一端として，や

はり記録を生かすということが校長のリーダー

シップ行動をとらえるうえで有効になってくる

ともいえる。それにしても実践記録一般には，

リアリティーを過度に意識するためか，登場人

物に実名を出す傾向が一般にもまま見受けられ

る。特に取り上げる生徒の場合，人権問題と絡

まってこないとも限らないので，こうした実践

記録の場合，ささいなことではあるが仮名を使

うことを前もって断わる必要もあるように考え

られる。

　⑤モラールを高めた行動の分析

　さて，モラール（意欲）が記録のうえにどう

記述されているかは興味ある分析視角である。

一般的には学校改善の記録においては，当然の

ことながらモラールは行動変容の基礎であるか

ら，それはなくてはならない記録部分であって，

実際にもよく注意して記録を読んでくと随所に

表れてくる。これをあえて大別すると，モラー

ルの記述は子どもと教職員集団の双方に見られ

る。

　例えば，まず松井校長の記録では，生徒間や

校舎に対する校内暴力で不信感をつのらせた生

徒が対教師暴力に変わってくる昭和51年度まで

の悪循環を断ち切る“手だて”をつくる際に

表れてくる。そこにおいてまず，校長は翌年度

から「教師たちの指導に対する意欲などを考慮

に入れ」（p．97）た場合，全校生徒の参加する
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特別活動の活性化を当該校の条件に最適と判断

したことである。つまりモラールを高めるため

に，校長は全教職員の意思統一のもとにプラン

を練り，それを生徒を中心になって運営できる

ように工夫したところ（例えば，文化祭開催に

いたる過程での学級討論や全校生徒会でのテー

マの決定，生徒の手による地域への紹介，生徒

による文化祭準備委員会の5カ月の活動など），

「生徒たちはめいめいの個性を発揮」し，「目立

ちたがって不適応行動に走りがちな生徒はいろ

いろの係の長となってその欲求を満たし」（p．

99，傍点筆者）たとされる。かくして問題の生

徒もこの記録からは「学級や教科にふだんは無

関係な教師と連絡を取り合うことによって大き

な連帯感が生み出され」たと判断される。結局

この事例は，生徒（集団）のモラールを特活の

主体的運営において発揮させることを通して学

校改善の契機をつくり出したものである。結果

的に見てモラールを高める力量として校長に求

められたことは，ある特定の活動に焦点をあて

て生徒の主体性に（この場合は紐虫）これを任

せたことであった。

　また，この記録には，同校の実態が従来の教

育目標と著しくかけ離れたものになってしまっ

たという事実に基づいて，目標そのものの設定

を再吟味するために，校長が昭和52年度から教

職員集団づくりの“手だて”を講じ始めたこ

とが記録されている（p．133～141）。具体的に

は，選挙によるできるだけ多くの教職員の参加

からなる特別委員会をつくり，これを基礎にし

て学校のすべての領域の洗い直しと，目標設定，

そして改善案づくりを行ったとされる。これは，

プロジェクト方針による学校の改善であるが，

手順としては「全教職員のアンケートをとり，

特別委員会がそれを整理した上で次年度に向け

ての計画案を作成し，それを全教職員で審議し，

その結果に基づいて特別委員会で最：終稿にまと

めあげ」たとされる（pユ41）。こうして，か

つての学校荒廃を体験した教職員が「自信をと

り戻すに至りそれが全体的雰囲気となって」，

教師の姿勢や仕事ぶりには「やる気がいっそう

拡充された」（p．142）とされている。モラール

の向上には，全教職員の参加を図る校長の力量

が要請されたわけである。

　いずれにせよ，校長がモラールの点で悩むの

は生徒のそれよりも，実際には教職員のモラー

ルの向上であることが記録からわかる。しかし

このモラール向上を図るうえで，校長は直接，

当該教師に働きかけるだけではなく，実際には

当該教師の所属する学年部や教科部の主任等に

対しても助言を行うのが効果的なようである。

この点で，宮本三郎氏は3年がかりで新任教諭

，を育てた体験を記録した中で，新任のヤル気を

起こす援：助をするには，校長として「多少困難

であっても仕事を与え成長させてほめ励ます」

ことと，「ここまで伸びてほしいという愛情に

裏づけられた期待が必要である」ことを，効果

的な指導助言の方法として指摘している（18）。こ

うした点では，指導助言という行動の内実は，

その対象が生徒であっても教師であっても基本

的に変わりはない。

　以上，経営の分析視角から実践記録を解釈し

てみたが，これの記録とその解釈はそのいちい

ちを表記しなかったが，先の分析フレームのマ

トリックスのうちの「すぐれて記録としての条

件」（①一⑧）のいずれかをみたしている。た

とえば森山校長のリーダー行動にみる協同学習

の試みを教職員に促す場面は先のフレームにお

ける②「対立・葛藤のドラマ」として記述され，

かつ，校長の当該方法に対する⑤解決の予測性

（可能性）を記録化するという方式をとってい

る。ただし実際には，このフレームのマトリッ

クスを活用する上では，特にすぐれた記録の条

件である①一⑧が相色にかなり重なり合ってい

てその識別に苦労した。この点は，次の三であ

らためてとりあげるように経営実践の記録を再

生（reproduct）してもらうためには，問題解

決過程のステップをベースにおいて①一⑧の再

編をする必要性のあることがわかった。

（三）経営実践の記録の再生

　さて，実践記録の科学化には，明確な分析視

点による記録の解釈の妥当性が必要条件になる

と共に，逆にまた，設定した分析視点をベース
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にして，その視点による記録をあらたに再生

（reproduct）することのできることが十分条件

でもある。後者は分析視点が経営の実践的研究

の方法に正しく根ざしているものであれば，そ

してさらに記録者（経営者としての校長，教頭）

が実践的研究の方法でもある問題解決志向を実

践的に体験しているのであれば（「反省的実践」），

記録は可能なはずである。これはまた既述の反

省的研究にあたることにもなる。

　そこで，筆者は1986年9月に開発した先の経

営実践の記録の分析フレーム図（1）を，2年後

の1988年に①すぐれた記録の条件（①一⑧）を，

問題解決型の様式（ステップ）に再編し，合わ

せて②6つのうち，経営要因（人間行動の分析

要因）のうち，経営行動をもっとも反省的実践

として想起しやすいリーダー行動に焦点をあて

て①②を統一したところのフレームをあらたに

作成し，これを先きの全国公立学校教頭会にお

ける教頭としてのリーダー行動の実践記録にお

いて再生できないものかと考えるにいたった。

図（2）は，上のような認識枠にもとずいて開発

した教頭の指導，助言の実践記録の科学化を志

向したフレームである。

　（1）教頭の指導，助言過程の記録の科学化

　　　のためのフレーム

　はじめに，教頭の指導，助言過程を抽出する

ための理論的フレームを創ることからはじめた。

まず，教頭の指導，助言過程に限らず，一般に

学校経営の内部過程は外部からは（内部におい

てさえ）目に見えにくい。私企業と異なり，公

教育機関としての学校のもっこの種の閉塞性が

学校改善に向けての壁になることはしばしば指

摘されてきているところでもある。

　しかし，では経営過程の内部が見え，そのこ

とによって経営の科学化をはかるためにはどう

したらよいか。多様な方法が考えられるが，ひ

とつの，しかも反省的実践をふまえた，より実

践的な研究方法からすると指導助言の過程を記

録化することである。もちろんその記録化は単

に指導助言の過程を報告書的に，又は何らのね

らいもなく随想的に綴ればよいというのではな

い。第三者が読んでみて自己研修や集合研究に

それが多いに役立つに足り得る記録とするため

には，そこに記録の科学化，従って指導助言を

科学化（法則化）していこうとする試みが必要

なのである。この場合，すぐれた指導助言の記

録化はそこにすぐれた指導助言の科学化志向と

その実践が実際に展開したという前提だけは読

み手と書き手の双方に共有化されていることが

必要である。

　まず，教頭の指導助言の記録の主体者は校長

や，主任等のリーダーが客観的にその過程を記

録することもあり得るが，まずは体験者である

教頭自身である。以下に指導助言の過程を科学

に記録化していく方法がある。それは少なくと

も，「指導助言はかくあるべし」という“規範”

論や法解釈ではないという点である。端的に言っ

て指導助言の科学化とは「これこれの条件下に

おいて」，「このような手を打つならば」，おそ

らくその結果は「このように変わるだろう」と

いう条件判断つきの可視性ある実践的行為（図

（1）のすぐれた記録の条件の⑤でもある）の客

観的体系なのである。この点で，教頭による指

導助言過程の科学化とは教頭が当該教職員（集

団）からコンセンサスをとりつけ，充実感（満

足感）を与えながら当該目標達成の効果をあげ

た過程に係わる知識の体系ということであり，

その体系を記録化したのが指導助言の実践記録

である。

　では，上の意味での指導，助言の過程を教頭

の複雑な日常レベルの行動において記録化する

には具体的にどのような手続きをとればよいの

か，それにはすでに本論（一）（1）で述べた実

践的研究の核でもあるトータルな問題解決過程

の枠組みの具体化（手順化）をはかることであ

る。

　すなわち，この点を図（2）に即していえば，

教頭の指導，助言行動にとっての問題解決過程

とはまず，教頭自身が問題と気がついたにせよ

教頭以外の校長，教諭から問題を持ちこまれた

場合にせよ指導助言の機会と場が成立するのは，

教頭自身が，まずもって，その問題を（無数に

ある）問題として認識し（問題形成），これを
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図（2）　問題解決過程における指導，助言事例の記録様式q9）
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問題解決事例を記録化することについての記録者への解説
この記録用紙は，教頭の職務を問題解決過程との関わりにおいてとらえるためのフレームワークである。
①記録用紙は左から右へ時系列に添って項目を設定してある。
②学校経営は評価→計画→実践→評価のPDAサイクルを持っている。そこで，評価から生まれた解決す
べき事項として問題事例をとらえた。
③記録にあたっての留意事項
　※学校条件は必ず記入ください。
　※教頭は，校長を補佐することにその職責があります。したがって，校長との関わりは明確に記録してく
　　ださい。

　※この実践事例は教頭の指導助言によって学校がどのように改善されたかを記入するものです。指導助言
　　の場面は克明に記録してください。
　※実践場面での失敗は，成功の事例以上の実践として貴重になります。
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解決していこうとした時点からである。この場

合，指導助言の機会の基盤となる問題形成から

解決までの過程は①問題の事実（実態）をつか

む（既決か否かを含め）②問題が生じた理由・

背景を推測する③打つべき手（方法）を複数考

え出し，自校の上限を考えて解決可能な案を選

ぶ④実施する（その際に実際に必要となった条

件，生じた問題点も明らかにする）⑤その結果

（成果）と次の課題を明らかにするために整理

する。そしてこの各段階で教頭として自分が校

長からどのような助言をえたのか，教職員（集

団）にはどのような助言をしたのかの二点が補

佐職としての職場を遂行していく上では生起し

てきているはずであるから，それらの要点を記

録化することである。

　右の問題解決の過程は結局，経営の過程から

これをみると（一）（1）でも指摘したP（①②

③）一D（④）一S（⑤）の過程でもある。又，

先の問題解決過程に焦点をあてた実践的研究プ

ロセスでいえば，Pが仮説の部分，　DとSとが

検事の過程ということになる。

　この内，特に指導助言上，重要な点はまず，

②のステップである。実際は問題が生起してく

る原因や背景は経験や勘で自明のこととされや

すい。それこそが問題であって，たとえば

“いじめ”や不登校の場合などの原因となって

いる点が見えにくいし，また誤解や曲解のケー

スさえもあって，その点の関係者の認識がズレ

ているために“打つべき手”の合意が成立し

にくいケースが意外と多いのである。その二は，

若干冒頭でもふれたが解決可能な案を複数出し

て選択する場合の基底に自校の条件（教職員の

構成はもちろん，各教師の特性，校長の特性を

はじめ物的，財的条件）を考察におくことであ

る。そして第三に重要な点は，結果（成果）に

おいて指導助言の行為がどこまで（教職員が子

供までが），どの程度にまで受け入れられ相手

が変容したかという見定めが必要なことである。

　このような問題解決過程における教頭の指導

助言を中心にした記録はこれまでにはむしろ皆

無であった。教育課程管理や教職員管理，また

教員研修，施設・設備の管理や地域社会との関

連等，教頭の職務の全域において具体的に生起

してくる問題は日常的，又は突発的なものまで

含めて無数にあるといってよい。

　そこで，上の指導助言の過程を先の十の研究

領域（教育目標，組織と運営，教育課程の管理，

児童生徒の管理，教職員の管理，研修，保健教

育，安全教育，学校事務の管理，施設，設備の

管理，学校経営評価，社会教育との関わり）毎

に各地の教頭に記録化してもらうことを試みた

わけである。この点で，この試みは，あらかじ

め定めた理論枠にもとづいた実践が記録を通し

て実践化されるということになるわけで理解と

実践の統一をはかるべく経営研究の方法の一つ

として意味あることと考えられる。

　実際には全国から七十八の事例を記録化し

ていただいた。それらの事例は『学校を改善す

る一教頭の指導助言実践事例集』（中留武昭監

修　全国公立学校教頭会編，学校運営研究会19

88年3月刊）に収録した。

　なお，教頭研修という視点からはこれらの事

例を用いて各教頭会での集合型の研修を行うこ

ともできる。その際の研究協議の内容としては

例えば①事例の記録に隠されている部分の推定

②当該事例が生じた原因，背景と当該校の条件

との関連の分析研究③当該教頭の打った手立て

（戦略）の理解と読み手側が代案を提示（「もし

私であったならば」）することによる比較研究

などが想定される。つまり，実践記録の共有化

が共同研究によってはかられるわけである。

　以上，教育管理職団体による実践的研究方法

として全国公立学校教頭会で直接，筆者が指導

してきたプログラムのなかから経営実践の記録

化にかかわる研究を紹介してきた。学校改善に

学校リーダーとしてのリーダーシップの機能が

特に，今日鋭く問われていることともかかわる

が，この種の研究方法を実践的経営研究の方法

論の一つとしてここで位置づけておきたい。

　（2）記録再生の事例の吟味

　上記のような分析視点によって，78の事例を

収集したが，いずれの事例も基本的に指導，助

言の記録様式のフレームの各項目をおさえてい
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］

〈事例〉　「登校拒否……こうして指導はしたが一抜本的な施策も必要一」く20）

【学校条件】

①学区地域＝都市，住宅地，商業地

②学校種＝中学校

③学級数＝20学級

④校長（男・経験年数1年・内当該校！年）

⑤教頭（男・経験年数8年・内当該校3年）

⑥教職員構成（男37名，女23名・平均経験年数14年）

　学校ぎらいを理由とする長期欠勤児童・生徒数は年々増加の傾向にある。また，小学生に比べ

中学生が多い傾向を示している。「児童生徒の問題行動の実態と文部省の施策について」（昭和62

年9月・文部省初等中等教育局）によると，登校拒否の態様別相談件数は，昭和61年度では「不

安を中心にした情緒的な混乱によって登校しない，神経症的な拒否の型」が最も多く，次いで

　「怠学すなわち，いわゆる，ずる休みによる拒否で，非行に結びつきやすい型」，「身体の発育や1
　学力の遅滞などから劣等感をもち，集団不適応に陥り，登校を拒否する型」などが見られる。人

　間形成の重要な場である学校生活に適応できない状態は重大な問題である。

放置されていた登校拒否の前兆

t校二黒塑鷺洲繍1㌦鼻惚二灘響瀦鰍諺蚕難
とかの事実はなく，どうも原因が特定できないと語った。

　ただ，三年生の一学期の始めから，二，三日続けて休む回数が多く，その都度，登校拒否を心

配して，家庭訪問ををしていた。A教諭はB君との会話の申で，厳しい指導をしていたらしい。

「しっかりしなさい。」「ガンバレ」等の激励はあったが，優しい，慰めの言葉はかけなかったと

語っている。B君はA教諭に，「明日は必ず学校に行きます。」と約束するのだが，二，三日は続

けて休むのだそうである。ところが夏休み以後は，ニケ月間も学校に来ないので相談と報告に来

たとのことであった。

　登校拒否児童生徒の指導は非常にむずかしい。早期に発見し，早期に指導する必要があるのに，

B君の場合，登校拒否の前ぶれである，二，三日休むことが多いことを見逃し，ニケ月も不登校

のまま放置してしまっている。水泳大会，運動会等の学校行事に追われていたことも重なってし

まった。ともかく，早急に対策を立てねばならない。校長，学年主任，相談係，私，担任とで方

策を相談した。

　校長は登校拒否生徒の心理的な特色をあげ，B君について質問した。①対人関係に障害はない

か。②ゆがんだ自己概念をもっていないか。③学校や，教師に対して嫌悪感や，恐怖感をもって

いないか。④自立心の発達はどうか，であった。これらを中心にして十分に意見を出しあった。

その結果，現在のB君の状況を把握，登校拒否の要因，背景を探り出し，指導；の対応策を立てる

ことになった。
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指導の経過

一浮き上がったB君の実像に照らして一

　（1）家庭におけるB君

　母親に学校に来てもらった。A担任と私とで面接をする。　B君の家庭環境は，母と妹との三人

家族である。父とは三年前に離婚し，母親が働いている。

　母親「三年生になって始めの頃，おあなかが痛いといって，ちょいちょい休みましたが二，三

日登校していました。こんなに長く休んだことはありません。最近は部屋で布団をかぶり，ご飯

も食べずに寝ています。食事をしても，何も言わず，自分の部屋に閉じこもています。」と泣き

ながら話すのであった。

　B君は昼間は家に閉じこもり，夜おきて，深夜放送を聞いており，夜と昼との逆転した生活を

している。Bの母親の話を聞いている内に，どうも，幼児期からの親の養育態度に問題があるよ

うに思える。甘やかし，過保護，過干渉などの親の養育態度が言葉の中に感じとれた。

　（2）担任のB君の把握

　クラスにおけるB君の状態について担任に聞いた。担任A教諭は，B君について次のように考

えを述べた。

　A教諭「B君は，クラスでも黙っていることが多いのです。すべてに消極的であって，おどお

どしている感じがします。学習についていけないためでしょうか，体育の時間は，ほとんど見学

をしています。」

　学力的には低く，友人もなく孤立しているという状態が把握された。このような中でB君の姿

が浮かびあがってきた。

　①心理的な不安定感をもっている。②学力が低く，学校が面白くない，劣等感が強い。③友人

がなく，存在感をもっていない。④家庭で甘やかされている。社会的，情緒的に未成熟な面があ

る。

　などが考えられる。親との面接，本人と担任との面接などをとおして，客観的には登校できる

状態にあるが，人間関係や，本人の気持ちの問題などの心理的理由によって登校できないように

判断できた。また，教師や，親が登校を促したりすると，敏感に反応し，隠れたり，興奮したり

することもあった。要約すると，怠学傾向もあるが，神経症的な登校拒否のように考えられたの

である。

　（3）指導の手順を編み出す

　そこで学校として，次の手順をふむことにした。

　①B君本人，B君の親の不安，苦しみを十分に理解する，そして援助の手を考える。②B君の

情報を集め，心情の正しい理解を努める。③親と協力，援助の計画をつくる。④全教職員，級友

の理解と援助を求められる体制をつくる。

　さらに，教師の子どもを見る目をつくることが大切であり，これは，管理職や幹部教員の責務

でもあろう。B君の登校拒否の始まる前ぶれを理解できなかった，　A教諭の例をあげたが，ある

日，突然に登校拒否をするのではなく，前ぶれが必ずあり，それを見抜き，早期に指導にあたる

教師の力量を必要とするのである。

（4）具体的におこなった指導

○担任による家庭訪問　　土曜日の三時より，毎週一回，担任が家庭訪問し，B君と語りあうこ

とにした。B君は大変，　A教諭と仲良くなり，心を開いて話し合えるようになってきた。　A教諭

の訪問を楽しみにするようになったとのことである。（母親による）
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母親も徐々にで1まあるが変わってきた。学校にも月に数回，自発的に相談に来るようになって

きた。私も，担任と共に二度家庭訪問し，B君と仲良しになってきたが，二回ではこの域を越せ

なかった。しかし，この訪問において私の頭の中にあったことは，「登校刺激を与えずに，本人

｝にまかせておけばよ周と言う考訪であった・早く登校さ竺ようとの鯛で近づくと逆効果

！をもたらすと言われる。しかし，ここに大きな課題があると思っ。ある時期の登校拒否児童・生

徒には強制登校が効果的であることも考えられる。私の口の中で，B君に，何度も，早く登校し

ようという言葉がでかかったのである。

○区立教育相談所との連携をとる。

　学校と教師の体面にこだわることなく，速やかに諸機関と連携をとることにした。特に，登校

拒否の児童・生徒の中には，精神的な面や，さらに精神疾患が疑われる場合もあり，どうしても

専門の機関との連携が必要である。したがって，B君と区立の教育相談諸に通うことになった。

この区立相談所をすすめるにあたっては，学校がB君を見放したのではなく，よりよい効果をあ

げるために連携をとるということの理解を親に求めることが大切と考え，この理解を得られるよ

うに努めた。

　（5）B君は登校しなかった

　三年の三学期，卒業するまで，B君は一日も登校しなかったのである。親に対する「カウンセ

リング等による援助」，本人に対する「カンセリングによる指導」，学級担任の家庭訪問，学級担

任のB君の理解と実態把握とによる根気強い援助などが続行されたが効果がなかった。中学校を

卒業できず原級留置きとなってしまった。B君は義務教育を終了できなかったのである。

　四月の初め，母親が私のところに相談に来た。「二部（中学夜間学級）に入学したいと本人が

言っているのですが，どうしたらよいでしょうか。」との相談であった。校長と相談し，二部の

見学をさせた。B君は二部に入津した。以後，一日も欠席せず，元気で通学している。二部の生

徒の半数の生徒が元登校拒否生徒なのである。登校拒否のため，中学校を卒業できず除籍された

生徒なのである。これらの大部分の生徒は，登校拒否をくりかえすことなく卒業し，高校に進学

しているのである。学校の指導体制，担任の根強い指導，カウンセリング等による援助だけでは

解決できない問題がある。登校拒否学級の増設などを含めた総合的，抜本的な施策が必要と思う

のである。

るために記録者としての教頭の経営経験が明晰

に“反省”（reflective）されており，それぞれ

の記録が短文にもかかわらず（400字詰6枚）

説得力のある記録となっている。再生はこれら

の事例を分析する限りにおいてかなりの程度に

おいて実証されたものといえる。そこで，以下

には事例のなかから日本教育経営学会の課題研

究（「子どもの問題行動と教育経営研究のあり

方」1993年）において提示しておいた二事例の

うちの一つを再掲し，若干の解釈を行っておく。

　事例は子どもの問題行動としての登校拒否

（登校拒否を問題行動ととらえることに関して

は議論がわかれるが）に対する記録者である教

頭としての教職員に対する指導助言を通しての

問題解決過程の記録である。

　「学校ぎらいを理由とする長期欠席……適応

できない状態は重大な問題である」までのパラ

グラフは登校拒否の問題事例の一般的“背景”

（①）として説明されている。事例のB君に関

する問題の背景の記述は「10月下旬，3年担任

のA教諭…校長，学年主任，相談係，私，担任

とで方策をした」までのパラグラフが①当該事

例の背景で，B君の登校拒否の状況を教頭がA

教諭からr会話形成」の記録で受けている点が
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鮮明にみえる。早急な対策の必要性を知り教頭

は，まず関連者との協議をはかった。

　次に問題発生の原因（②）をつかむ必要性を

教頭が認識するに至った経緯が記録されている。

それが「校長は登校拒否…指導の対応策を立て

ることになった」のパラグラフである。実際の

登校拒否の原因の考察については；指導の経過

の中から教頭はこれをつかんでいる。（1）家庭

におけるB君」「（2）担任のB君の把握」がそれ

で，そこから4点を原因として抽出している

（「（1）家庭におけるB君…神経症的な登校拒否

のように考えられた」までのパラグラフがそれ

である）。

　問題発生の原因に立って，教頭は指導の手順

を編み出している。これは分析フレームのうち

の③④にあたる（「（3）指導の手順を編み出す…

教師の力量を必要とするのである」までのパラ

グラフ）。ここまでが解決策の策定過程（P）

にあたる。

　次いで，実際の指導助言実践の過程（D）に

記録となっており，誰にどんな指導助言を通し

て行動をとらせたかが明確にわかる。担任によ

る家庭訪問への促進を区立教育相談所との連携

部分がそれにあたる（「（4）具体的におこなった

指導…この理解を得られるように努めた」のパ

ラグラフまで）。ここでは家庭訪問を実施しな

がらもその方法が果たして妥当であったかどう

かについてフレームの⑤及び⑥を職種においた

反省的実践が記録化されている。又，区立教育

相談所との連携において学校がB君を見放した

のではなく，よりよい効果をあたるための連携

であることに対する親への理解を求めたことは

⑥の分析視点によるものである。いずれにして

も実践レベル（D）での教頭の指導助言行動に

は教頭としての指導上の「悩み」が内的言語

（モノローグ）として語られている。

　最後の指導助言の効果に対する評価（S）が

記録の対象となっている（（5）B君は登校しな

かった…必要と思うのである」の最後のパラグ

ラフまで）。結果的にB君は登校せず原級留置

きとなった結果が記録されている。これは登校

拒否を問題行動と考え，その復学が行動改善で

あるが，記録は成功事例のみでなく，こうした

失敗事例が同時に多くの関係者に共感と，更な

る自分の事例に対する研究，実践の必要性を一

層自覚化させる契機となる。

　しかし，その後，この記録の未設部分では，

年度がかわってからB君が夜間学校への入学を

希望し「現在元気で通学している」という。記

録者はこうした記録を通して学校の指導体制，

担任の根強い指導，カウンセリング等による援

助だけでは解決できない問題があるとして，登

校拒否学級の増設などを含めた総合的，抜本的

な施策の必要なことを提示している（この点分

析視点の⑤）

　いずれにせよ，この記録にはたとえば親や教

師への指導，助言は明らかにされているが，教

頭の校長への具申行為（報告），ないしは校長

からの助言行為の記録は見られないという問題

は指摘できる。更に指導，助言の評価のレベル

で，A教諭意外の教職員の事例に対するA教諭

との協働行為とかモラールといった視点（分析

視点の①②）も不鮮明ではある。しかし，総じ

て記録は事例に対する問題解決過程に機能する

教頭の指導助言行動の記録化においては成功し

ているものといえる。上のような欠陥部分につ

いては，この記録を共同研究における事例研究

の資料において活用するなどを通して，参加メ

ンバーが自らの事例で補足する余地として残し

たものというようにこれを受けとめることが必

要である。

　経営の実践的研究方法として，このように実

践記録に着目することによって，記録者自らは

この事例でもわかるように，既知の知識は経験

に即して主体的に解釈し直したり深めることが

可能である。また，こうした経営の実践事例を

共同（校内研修や他の集合型研究，研修の機会）

で，協議することを通して，研究者と実践者と

の交流も可能となる。理論と実践の“橋わた

し”（bridge）となるこの種の科学化志向に立っ

た記録は，いわば「経営の臨床研究」という新

しい実践的研究の様式を生み出すことにつなが

るものと考えられる。

一19一



注

申　留　武　昭

（1）　遠雷武昭「実践的研究」方法の視座と実

　　際一研究団体における研究の協働化を試

　　みて」第33回日本教育経営学会第33回大会

　　課題研究資料（1993．6．6）及びその概要は，

　　同「実践的研究」方法の視座とその実際」

　　として日本教育経営学会紀要第36号1994年

　　6月所収予定

（2）　中留武昭「戦前の経営実践記録の態様（1）」

　　同「戦前の経営実践の態様（2）」また終戦

　　後のそれについては「終戦後の経営実践記

　　録の態様（2）」いずれも『学校経営研究』

　　（明治図書，1985年目の4月，5月，6月，

　　7月の各号所収

（3）　この点に関する批判は清水義弘『教育社

　　会学の構造』　（東洋館出版社1955年）

（4）　たとえば日本教育経営学会講座『日本の

　　教育経営第9巻　教育経営研究の軌跡と課

　　題』（ぎょうせい1987年）の第5章参照。

　　さらに山留武昭「経営研究の方法」金子照

　　基，中留武昭企画，編集代表『教育経営の

　　改善研究事典』（学校運営研究会1994年3

　　月刊）参照

（5）　学校改善と本論の問題解決過程との関連

　　構造に関しては悪留武昭『スクールリーダー

　　のための学校改善ストラテジー』（東洋館

　　出版社1990年）の特に第2章参照

（6）記述的研究一説細紐研究一開発的研究

　　の問題解決過程にみる実践的研究の図式を

　　実際に全国公立学校教頭会で採用，指導し

　　た文献については次の文献参照。

　　位官武昭「『連載講座』経営の実践記録の

　　　方法の再吟味」「経営の実践記録とは何

　　　か」『教育じほう』第462号，東京都立教

　　　育研究所　昭和61年7月

　　中留武昭「人間関係の記録とその特色（1）

　　　～（3）」『教育じほう』第463号～第466号

　　　東京都立教育研究所　昭和61年8月～10

　　　月

　　中留武昭「教頭職務の実践的研究方法を吟

　　　味する」『学校運営』第316号　全国公立

　　　学校教頭会　昭和62年11月

　　中留武昭「地区教頭会の新しい研究体制を

　　　探る」『学校運営』第329号　全国公立学

　　　校教頭会　平成元年1月

　　中留武昭「新共通課題研究の進め方一価

　　　1年目に焦点をあてる」『学校運営』第3

　　　35号全国公立学校教頭会　平成元年6月

　　中留武昭「教頭の研究一平成2年度に向け

　　　て第1年目の総括」『学校運営』第342号

　　　全国公立学校教頭会　平成2年1月

　　停留武昭「定着化してきた教頭会の実践的

　　　研究の方法」『学校運営』12月号　全国

　　　公立学校教頭会　平成2年12月

　　中昔武昭「離陸（Take　off）した全国教

　　　頭会の実践的研究の特色とその動向　第

　　　3年次研究の総括『学校運営』12月号

　　　全国公立学校教頭会平成3年12月

（7）　『教職研修』1992年8月号，131－136頁

（8）中留武昭「アメリカにおける校長職イン

　　ターンのプログラム運営に関する実証的研

　　究一学校と大学との“学校文化”の協働化

　　の解明」九州大学教育学部紀要　第39集

　　pp，49－77　1994年

（9）Elliot　W．Eisner，“Can　Educational　Re－

　　search　Inform　Educational　Practice？”

　　Phi－Delta　Kappan　March　1984，　pp．447－

　　452

（10）Reflective　PractiOner（反省的実践者）

　　についての最初の言及はSchool，D．A

　　“The　reflective　practioner”（New　York：

　　Basic　Book　1983）が，典型であるが，こ

　　れを現職教員のケーススタディーの方法論

　　として，おそらくはじめて位置づけたのは

　　Stevenson，PB，“Action　research　as　pro－

　　fessional　development：A刀．S．case　study

　　of　inquiry－oriented　inservice　education”

　　Jounal　of　Education　for　Teaching，17（3）

　　pp．277－292，1991であろう。ウイスコンシ

　　ン大学のタバチニック教授（Tabachnick．

　　R）らは社会的再構造主義の見地からは

　　この方法は反省の質が重要ではあるが，

　　大学研究者と学校実践者とが対等の関係
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　　で理解と実践を吟味し合う協働研究（CoL

　　laborative　Inquiry）ができることになり，

　　“より大きな平等”つながるものと評価し

　　ている。

　　　教育管理者養成にこの方法を位置づけた

　　のは本文で紹介した，1990年のホームズ報

　　告書の他にJacobson，S．L“Reflections

　　on　the　third　wave　reform：rethinking

　　administrator　preparation．　In　S．　L

　　Jacodson＆J．A．Conway（Eds）“Educa－

　　tional　Leadership　in　the　Age　of　Reform，

　　（New　York：Longmans　1990）があるが

　　これらは具体的方法論を提供しているわけ

　　ではない。

（11）Hart．A．W．Naylon，K＆Sorensen，N．B，

　　“Learning　to　lead：Reflective　practice　in

　　service　preparation．　In　F．C．Wendal（ed．，

　　“Application　　of　reflective　practice

　　（UCEA　Monograph　SERIES），　Univ，

　　Park，　P．A．University　Council　of　Educa－

　　tional　Administration　p．71992

（12）大学と学校，すなわち理論研究と実践研

　　究との組織的協働（パートナーシップ）に

　　おける新しい方法論についてはJ．1．グット

　　ラッド，K．A．シロトニック，中野武昭監

　　訳『学校と大学とのパートナーシップー

　　理論と実践』（玉川大学出版部1994年）参

　　照

（13）　中野武昭『教育実践に生きる研修』（ぎょ

　　うせい1989年）の第5章参照

（14）戦前の経営の実践記録を分析した限りに

　　おいては，一般に，教師の教育実践が教育

　　科学としてよりはむしろ教育運動の抵抗の

　　論理の記述として発生し展開してきたのに

　　比べて，経営の実践記録の台頭は経営概念

　　の展開軌跡とも呼応している。すなわち，

　　歴史的には大正・昭和初期デモクラシー下

　　の経営者の主観的側面（経営概念）を表し

　　たものを「学校経営」と呼称した概念の台

　　頭とともに，校長としての（しかも大物校

　　長）体験記をつづった記録が見えてきたこ

　　とに始まる。それゆえに営造物＝特別権力

　　関係を大前提にしたうえでの校長の名人芸

　　の披露という形を取っており，この点では

　　記録の科学的は，経営の科学化が不可能で

　　あった以上，戦前においては期待すること

　　はできなかった。

　　　戦後は今日まで，経営者の書いた実践記

　　録の多くは退職後の思い出として，記述も

　　文芸的かつ英雄主義的な成功例の披露が多

　　く，また，単なる事実報告書なものなどお

　　よそ当該校長一代かぎりのもので，そこか

　　ら他校に伝えるべき，また他校が習得すべ

　　く経営の法則性をつかむまでにはいたつて

　　いない。中耳武昭　前掲引導（12）189頁参

　　照　その詳細は拙稿前掲論文注（2）参照

（15）　この点に関しては，中子武昭「校内研修

　　の記録と経営的視角」「経営改善のための

　　授業記録のあり方と書き方」いずれも『学

　　校運営研究』（明治図書）1985年12月号及

　　び1986年1月号所収，さらに同『教育実践

　　に生きる研修』前掲書第5章参照

（16）　中帯武昭「経営の実践記録にみる改善志

　　向（3）人間関係の記録とその特色②」『教

　　育じほう』（東京都立教育研究所1986，9

　　月号所収）

（17）以下，解釈の詳細は中留武昭「教育実践

　　に生きる研修』前掲書第6章参照

（18）宮本三郎『実践研究と校長の指導性』

　　（第一法規1985年）195頁

（19）中国武昭監修　全国公立学校教頭の指導

　　性『学校を改善する一教頭の指導助言実

　　践事例』（前掲書）388頁

（20）　中留武昭監修　同上　126－129頁
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